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イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
「
司
法
協
力
者
」
制
度
の
生
成
過
程

松　
　

田　
　

岳　
　

士

一 
は
じ
め
に

　

⑴　

イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
組
織
犯
罪
対
策
の
一
環
と
し
て
、
警
察
・
司
法
当
局
に
協
力
す
る
「
司
法
協
力
者
」
に
対

し
て
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
、
科
刑
上
・
行
刑
上
の
恩
典
を
付
与
し
た
り
、
組
織
等
に
よ
る
報
復
等
か
ら
の
保
護
の
た
め
の
措
置
や
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
司
法
協
力
者
」
制
度
─
─
一
般
に
は
、「
改
悛
者
制
度
（pentitism

o

）」
と
も
呼
ば
れ
る
─
─

が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　

現
行
「
司
法
協
力
者
」
制
度
は
、「
恐
喝
目
的
監
禁
罪
、
司
法
証
人
の
保
護
並
び
に
司
法
協
力
者
の
保
護
及
び
制
裁
的
取
扱
に
関
す

る
新
規
定
」
と
題
さ
れ
た
二
〇
〇
一
年
二
月
一
三
日
法
律
第
四
五
号
に
よ
る
改
正
を
経
た
後
の
一
九
九
一
年
一
月
一
五
日
暫
定
措
置
令

第
八
号
（
改
正
と
と
も
に
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
に
転
換
）
の
第
二
章
以
下
に
含
ま
れ
る
諸
規
定
に
基
づ
い
て
運
用

さ
れ
て
い
る
が
（
以
下
、
同
法
令
を
「
司
法
協
力
者
等
保
護
法
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
）、
同
制
度
が
現
在
の
よ
う
な
形
に
落
ち
着
く

ま
で
に
は
、
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
立
法
者
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
、
当
初
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
犯
罪
、
次
い
で
、
マ
フ
ィ
ア
型
の
組
織
犯
罪
に
代
表

（
1
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さ
れ
る
よ
う
な
社
会
の
耳
目
を
集
め
る
重
大
な
組
織
犯
罪
が
相
次
い
で
発
生
し
た
際
に
、
社
会
不
安
を
抑
え
る
た
め
、
緊
急
措
置
的
あ

る
い
は
応
急
措
置
的
に
、
司
法
に
協
力
す
る
者
に
対
し
て
恩
典
を
与
え
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
を
保
護
す
る
た
め
の
諸
制
度
を
導
入
し
て

き
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
当
初
、
刑
事
法
学
説
の
な
か
に
は
、
こ
の
よ
う
な
緊
急
的
な
立
法
措
置
は
、
刑
事
法
の
基
本
原
則
と
の
整
合
性
に

欠
け
る
と
し
て
批
判
的
な
立
場
を
と
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
世
論
に
お
い
て
も
、
同
制
度
は
、
重
大
な
犯
罪
に
関
与
し
た
者
に

恩
典
や
保
護
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
と
り
わ
け
マ
フ
ィ
ア
型
犯
罪
組
織
に
属
し
て
い
た
「
司
法
協
力
者
」
に
対
し
て

は
、
利
己
的
な
動
機
か
ら
、
あ
る
い
は
、
捜
査
や
裁
判
の
撹
乱
の
た
め
に
「
改
悛
」
の
態
度
を
み
せ
て
い
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
と

の
疑
い
を
も
た
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
内
容
や
運
用
の
あ
り
方
は
、
常
に
議
論
の
的
と
さ
れ
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
司
法
協

力
者
」
制
度
が
、
多
く
の
修
正
を
経
な
が
ら
も
イ
タ
リ
ア
の
刑
事
司
法
に
お
い
て
現
在
ま
で
存
続
し
、
定
着
し
て
き
た
の
は
、
同
制
度

が
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
犯
罪
や
マ
フ
ィ
ア
型
組
織
犯
罪
の
摘
発
に
お
い
て
一
定
の
成
果
を
あ
げ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

⑵　

と
こ
ろ
で
、
司
法
に
対
す
る
協
力
は
、
犯
罪
行
為
自
体
を
中
断
す
る
、
ま
た
は
、
犯
罪
に
よ
り
生
じ
た
損
害
ま
た
は
そ
の
危
険

の
発
生
を
阻
止
、
中
断
も
し
く
は
緩
和
す
る
「
実
体
的
協
力
（collaborazione sostanziale

）」
と
、
捜
査
機
関
、
訴
追
機
関
、
裁
判

機
関
に
よ
る
犯
罪
事
実
の
認
定
ま
た
は
犯
人
の
特
定
に
協
力
す
る
「
手
続
的
協
力
（collaborazione processuale

）」
に
分
類
さ
れ

う
る
。

　

他
方
、
司
法
協
力
に
対
す
る
見
返
り
と
し
て
、
現
行
法
は
、「
科
刑
上
の
恩
典
（
刑
法
上
の
恩
典
）（benefici sostanziali

）」、「
行

刑
上
の
恩
典
（benefici penitenziali

）」、「
保
護
措
置
（m

isure di protezione

）」
を
用
意
し
て
い
る
。「
科
刑
上
の
恩
典
」
と
は
、

刑
法
上
、
犯
罪
行
為
後
の
司
法
に
対
す
る
協
力
的
行
為
を
、「
刑
の
減
軽
事
由
（circostanze attenuanti

）」
ま
た
は
「
不
可
罰
事
由

（cause di non punibilità

）」
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
行
刑
上
の
恩
典
」
と
は
、
有
罪
判
決
を
言
い
渡

（
3
）



イタリアにおける「司法協力者」制度の生成過程﻿

（阪大法学）66（3・4-85）　541 〔2016.11〕

さ
れ
、
と
り
わ
け
自
由
刑
を
科
さ
れ
た
受
刑
者
が
、
司
法
に
協
力
し
た
場
合
に
、
同
人
に
、「
仮
釈
放
」、「
恩
典
的
休
暇
」、「
拘
禁
代

替
処
分
」、「
外
部
作
業
」
等
の
刑
事
施
設
外
の
処
遇
を
認
め
る
こ
と
を
い
う
。
他
方
、「
保
護
措
置
」
と
は
、
司
法
に
協
力
し
た
者
を
、

組
織
等
に
よ
る
報
復
等
か
ら
保
護
す
る
た
め
の
措
置
を
い
い
、
そ
の
な
か
に
は
、
対
象
者
の
住
居
移
転
や
移
転
先
で
の
生
活
定
着
の
た

め
の
支
援
、
あ
る
い
は
、
身
分
の
変
更
等
も
含
ま
れ
う
る
。

　

⑶　

本
稿
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
分
析
概
念
を
用
い
な
が
ら
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
、
二
〇
〇
一
年
法
律
第
四
五
号
に
よ
っ

て
現
行
「
司
法
協
力
者
」
制
度
の
基
本
枠
組
が
成
立
す
る
に
至
る
ま
で
の
経
緯
お
よ
び
議
論
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二 
一
九
九
〇
年
以
前
の
動
向
─
─
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
と
「
改
悛
者
」
制
度

　

⑴　

イ
タ
リ
ア
現
行
刑
法
は
、
そ
の
施
行
当
初
か
ら
、「
実
体
的
協
力
」
を
行
っ
た
犯
人
に
対
し
、
刑
の
減
免
を
認
め
る
定
め
を
置

い
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
刑
法
五
六
条
四
項
は
、「
犯
人
が
自
己
の
意
思
に
よ
り
（volontariam

ente

）
結
果
の
発
生
を
妨

げ
た
場
合
に
は
、
そ
の
三
分
の
一
以
上
二
分
の
一
を
減
軽
し
た
刑
に
処
す
る
」
と
定
め
、
ま
た
、
同
法
三
七
六
条
は
、
偽
証
罪
等
に
つ

い
て
、「
犯
人
が
、
そ
の
義
務
を
履
行
し
ま
た
は
供
述
を
行
う
刑
事
手
続
に
お
い
て
、
公
判
終
結
前
に
、
虚
偽
供
述
を
撤
回
し
、
真
実

を
表
明
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
罰
し
な
い
」
と
定
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
規
定
は
、
犯
罪
に
よ
っ
て
生
じ
る
損
害
を
可
能
な
限
り
回
避
ま
た
は
緩
和
す
る
と
い
う
意
味
で
、
反
侵
害
原
理
（
法
益
保

護
原
理
）（principio di contro-offensività

）
や
、
罪
刑
均
衡
原
理
（principio di proporzione tra la sanzione com

m
inata 

e la gravità del fatto com
m

esso

）
と
い
っ
た
、
刑
事
責
任
に
関
す
る
諸
原
理
や
刑
罰
の
目
的
と
も
整
合
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。
ま
た
、
自
己
の
意
思
に
よ
り
行
わ
れ
た
「
実
体
的
協
力
行
為
」
は
、
犯
人
の
危
険
性
の
低
さ
を
示
す
事
情
と
し
て
、
特
別
予

防
の
観
点
か
ら
も
刑
の
減
免
を
正
当
化
す
る
事
情
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

（
4
）

（
5
）
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⑵　

と
こ
ろ
が
、
一
九
八
〇
年
前
後
か
ら
は
、
当
時
激
化
し
て
き
た
過
激
派
組
織
に
よ
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
犯
罪
に
対
す
る
緊
急
措
置
と

し
て
、
必
ず
し
も
被
害
の
予
防
ま
た
は
回
復
を
伴
わ
な
い
協
力
行
為
に
対
す
る
見
返
り
と
し
て
、
あ
る
い
は
、「
手
続
的
協
力
」
を
奨

励
す
る
手
段
と
し
て
も
、
科
刑
上
の
恩
典
を
与
え
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
立
法
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

た
と
え
ば
、
一
九
七
九
年
一
二
月
一
五
日
暫
定
措
置
令
第
六
二
五
号
（
改
正
と
と
も
に
、
一
九
八
〇
年
二
月
六
日
法
律
第
一
五
号
に

転
換
）
四
条
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
ま
た
は
民
主
的
秩
序
の
転
覆
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
、
組
織
か
ら
離
脱
し
、
犯
罪
活

動
に
よ
る
さ
ら
な
る
被
害
発
生
の
回
避
に
尽
力
し
た
者
だ
け
で
な
く
、
警
察
機
関
や
司
法
機
関
に
よ
る
共
犯
者
の
特
定
ま
た
は
検
挙
の

た
め
に
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
証
拠
の
収
集
に
具
体
的
に
協
力
す
る
者
に
対
し
て
も
、
刑
を
減
軽
す
る
─
─
具
体
的
に
は
、
無
期
懲
役

は
一
二
年
以
上
二
〇
年
以
下
の
懲
役
に
、
他
の
刑
は
そ
の
三
分
の
一
以
上
二
分
の
一
以
下
を
減
軽
す
る
─
─
旨
定
め
て
い
る
。

　

一
九
八
〇
年
に
は
、
当
時
、
極
左
テ
ロ
組
織
に
よ
り
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
誘
拐
事
件
を
念
頭
に
置
い
て
、
同
年
一
二
月
三
〇
日
法
律

第
八
九
四
号
に
よ
る
刑
法
六
三
〇
条
の
改
正
に
よ
り
、「
恐
喝
目
的
監
禁
（sequestro di persona a scopo di estorsione

）」
罪
に

つ
い
て
も
、
司
法
に
協
力
す
る
者
に
対
す
る
同
様
の
刑
の
減
軽
事
由
が
定
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
六
三
〇
条
四
項
は
、
同
罪
に

つ
い
て
、「
共
犯
者
か
ら
離
脱
し
、
被
害
者
が
自
由
を
回
復
す
る
よ
う
尽
力
し
た
者
」
に
対
し
て
は
、
被
害
者
が
身
代
金
の
支
払
い
等

の
結
果
と
し
て
解
放
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
同
法
六
〇
五
条
が
単
純
監
禁
罪
に
つ
い
て
定
め
る
よ
り
軽
い
刑
に
処
す
る
も
の
と
し
た
の

で
あ
る
。

　

テ
ロ
リ
ズ
ム
・
憲
法
体
制
転
覆
目
的
犯
罪
に
関
す
る
組
織
離
脱
者
や
司
法
協
力
者
に
対
す
る
恩
典
付
与
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
、

「
憲
法
的
体
制
の
防
衛
の
た
め
の
措
置
」
に
関
す
る
一
九
八
二
年
五
月
二
九
日
法
律
第
三
〇
四
号
に
よ
り
、
組
織
か
ら
の
離
脱
や
司
法

へ
の
協
力
を
理
由
と
す
る
刑
の
減
免
だ
け
で
な
く
、
未
決
拘
禁
の
免
除
、
一
時
的
釈
放
（libertà provvisoria

）、
刑
の
条
件
付
執
行

停
止
（sospenzione condizionale della pena

）、
仮
釈
放
（liberazione condizionale

）
等
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

（
7
）

（
8
）

（
9
）



イタリアにおける「司法協力者」制度の生成過程﻿

（阪大法学）66（3・4-87）　543 〔2016.11〕

す
な
わ
ち
、
同
法
律
は
、
司
法
協
力
等
に
対
す
る
見
返
り
と
し
て
付
与
さ
れ
る
恩
典
の
種
類
を
増
や
し
、
そ
の
対
象
者
を
、
有
罪
判
決

が
確
定
す
る
前
の
被
疑
者
・
被
告
人
だ
け
で
な
く
、
確
定
後
の
受
刑
者
に
ま
で
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
手
続
的
協
力
」
に
対
す
る
見
返
り
と
し
て
制
裁
の
軽
減
を
認
め
る
と
い
う
方
策
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
犯
罪
対
策
と
し
て

一
定
の
効
果
を
発
揮
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
、
薬
物
犯
罪
の
摘
発
に
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一

九
九
〇
年
一
〇
月
九
日
共
和
国
大
統
領
令
第
三
〇
九
号
は
、
そ
の
七
三
条
七
項
お
よ
び
七
四
条
七
項
に
お
い
て
、
禁
止
薬
物
製
造
・
取

引
・
保
持
罪
や
禁
止
薬
物
取
引
等
目
的
結
社
罪
の
犯
人
で
、「
警
察
機
関
ま
た
は
司
法
機
関
に
よ
る
犯
罪
実
行
に
重
要
な
手
段
の
除
去

を
具
体
的
に
支
援
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
そ
の
犯
罪
活
動
に
よ
り
更
な
る
結
果
が
生
じ
る
の
を
回
避
す
る
こ
と
に
尽
力
し
た
者
」、
そ

し
て
、
禁
止
薬
物
違
法
取
引
目
的
結
社
罪
等
の
犯
人
で
、「
犯
罪
の
証
拠
を
確
保
し
、
ま
た
は
犯
罪
実
行
の
た
め
に
決
定
的
な
手
段
を

組
織
か
ら
奪
う
た
め
実
際
に
尽
力
し
た
者
」
に
対
し
て
刑
の
三
分
の
一
以
上
二
分
の
一
以
下
を
減
軽
す
る
旨
定
め
た
の
で
あ
る
。

　

⑶　

と
こ
ろ
で
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
犯
罪
や
薬
物
犯
罪
の
摘
発
に
お
い
て
、「
司
法
協
力
者
」
に
科
刑
上
の
恩
典
を
付
与
す
る
制
度
が
効

果
を
発
揮
す
る
の
は
、
主
と
し
て
そ
れ
が
組
織
的
に
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
様
の
方
策
は
、
マ
フ
ィ

ア
型
組
織
犯
罪
の
摘
発
に
も
有
効
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
同
類
型
の
組
織
犯
罪
に
つ
い
て
も
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
、
主
に
パ

レ
ル
モ
の
司
法
官
か
ら
、
司
法
協
力
者
に
対
し
て
科
刑
上
の
恩
典
を
付
与
す
る
制
度
の
導
入
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
当
時
、
マ
フ
ィ
ア
型
組
織
犯
罪
に
属
し
て
い
た
「
司
法
協
力
者
」
に
科
刑
上
の
恩
典
を
付
与
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
世

論
も
慎
重
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
は
、「
ト
ル
ト
ラ
事
件
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
マ
フ
ィ
ア
型
犯
罪
組
織
の
構
成
員
の
供

述
に
基
づ
く
冤
罪
が
発
生
し
て
お
り
、
ま
た
、
マ
フ
ィ
ア
犯
罪
に
関
す
る
多
人
数
の
被
告
人
を
裁
く
「
大
規
模
裁
判
（m

axiproces-

si

）」
に
つ
い
て
様
々
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
も
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
犯
罪
に
対
す
る

緊
急
立
法
に
批
判
的
な
刑
事
法
学
説
の
な
か
に
も
反
対
論
が
強
か
っ
た
。

（
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さ
ら
に
、
マ
フ
ィ
ア
型
犯
罪
組
織
の
改
悛
者
は
、
一
般
に
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
犯
罪
組
織
の
改
悛
者
と
は
異
な
り
、
思
想
的
に
「
転
向
」

す
る
の
で
は
な
く
、
利
己
的
な
動
機
か
ら
「
改
悛
」
の
態
度
を
み
せ
る
も
の
と
し
て
、
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
ま
た
、「
手
続
的
協
力
」
に
対
す
る
科
刑
上
の
恩
典
付
与
と
し
て
は
、
協
力
者
の
供
述
の
証
拠
と
し
て
の
価
値
に
応
じ
た
刑
の
減

軽
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
通
常
、
重
要
な
情
報
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
犯
罪
組
織
の
上
位
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

制
度
は
、
罪
刑
均
衡
原
則
に
反
す
る
だ
け
で
な
く
、
下
位
者
を
犠
牲
に
し
て
上
位
者
を
利
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
の

疑
念
も
あ
っ
た
。
く
わ
え
て
、
犯
罪
者
の
危
険
性
の
低
下
と
結
び
付
け
る
こ
と
な
く
、
犯
罪
組
織
内
部
に
混
乱
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
を

狙
っ
て
刑
の
減
軽
を
認
め
る
こ
と
は
、
特
別
予
防
の
観
点
か
ら
は
説
明
で
き
ず
、
ま
た
、
犯
人
が
刑
の
減
軽
の
可
能
性
を
予
め
認
識
す

る
こ
と
に
な
る
た
め
、
刑
罰
の
一
般
予
防
的
効
果
を
失
わ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
も
提
示
さ
れ
て
い
た
。

　

⑷　

他
方
で
、
当
時
に
お
い
て
も
、
組
織
犯
罪
、
と
り
わ
け
マ
フ
ィ
ア
型
犯
罪
組
織
の
構
成
員
か
ら
司
法
へ
の
協
力
を
得
る
た
め
に

は
、
同
人
お
よ
び
そ
の
親
族
等
の
保
護
が
必
要
と
な
る
旨
の
指
摘
は
あ
っ
た
。
マ
フ
ィ
ア
型
犯
罪
組
織
に
属
す
る
者
に
よ
る
司
法
へ
の

協
力
は
、
組
織
に
対
す
る
裏
切
り
を
意
味
し
、
本
人
な
い
し
そ
の
親
族
等
が
組
織
か
ら
そ
の
命
を
狙
わ
れ
る
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
一
九
八
六
年
に
は
、
各
自
治
体
の
知
事
お
よ
び
検
事
総
長
に
対
し
、
司
法
に
協
力
し
た
者
お
よ
び
そ
の
近
親
者
の
保
護
に

関
す
る
内
務
省
と
司
法
省
の
共
同
省
令
が
発
せ
ら
れ
た
。
同
省
令
は
、
組
織
犯
罪
の
司
法
協
力
者
に
最
低
限
の
保
護
を
保
証
す
る
旨
命

ず
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
お
け
る
保
護
措
置
の
運
用
は
、「
司
法
に
協
力
す
る
証
人
お
よ
び
被
告
人
に
よ
り
供
述
が
な
さ
れ
た

後
に
行
う
調
査
」
を
担
当
す
る
司
法
官
の
発
意
、
あ
る
い
は
、
各
自
治
体
の
知
事
、
警
察
署
長
あ
る
い
は
公
安
担
当
委
員
の
判
断
に
委

ね
ら
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
一
九
八
八
年
に
は
、
さ
ら
に
、「
マ
フ
ィ
ア
型
犯
罪
に
対
す
る
闘
争
の
調
整
に
関
す
る
諸
規
定
」
と
題
さ
れ
た
同
年
一
一

（
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月
一
五
日
法
律
第
四
八
六
号
に
よ
り
、
一
九
八
二
年
九
月
六
日
暫
定
措
置
令
第
六
二
九
号
（
改
正
と
と
も
に
、
一
九
八
二
年
一
〇
月
一

二
日
法
律
第
七
二
六
号
に
転
換
）
に
一
条
の
三
第
三
項
が
新
設
さ
れ
、「
対
マ
フ
ィ
ア
型
犯
罪
闘
争
調
整
高
等
弁
務
官
（A

lto Com
-

m
issario per il coordinam

ento della lotta contro la delinquenza di tipo m
afioso

）」
に
、
司
法
機
関
の
勧
告
ま
た
は
職
権

に
よ
り
、
警
察
・
公
安
長
官
の
了
解
を
得
て
、「
マ
フ
ィ
ア
と
の
闘
争
に
お
い
て
協
力
を
行
い
、
ま
た
は
マ
フ
ィ
ア
型
犯
罪
組
織
・
活

動
に
関
す
る
事
実
に
つ
い
て
警
察
捜
査
も
し
く
は
刑
事
手
続
の
場
で
供
述
を
行
っ
た
た
め
、
重
大
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
者
」
お

よ
び
「
そ
の
近
親
者
」
の
安
全
を
、
担
当
官
を
通
じ
て
、「
行
政
文
書
に
お
け
る
秘
密
を
確
保
し
つ
つ
保
証
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
措

置
」
を
講
ず
る
権
限
が
認
め
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
同
法
律
は
、
保
護
措
置
の
具
体
的
内
容
を
定
め
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
当
時
は
司
法

協
力
者
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
定
が
他
に
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
実
効
性
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

⑸　

こ
の
よ
う
に
、
一
九
八
〇
年
代
の
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
当
初
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
犯
罪
対
策
と
し
て
、
次
い
で
、
薬
物
犯
罪
や

マ
フ
ィ
ア
型
組
織
犯
罪
を
念
頭
に
お
い
て
、
司
法
に
協
力
す
る
者
に
対
す
る
科
刑
上
・
行
刑
上
の
恩
典
付
与
や
犯
罪
組
織
に
よ
る
報
復

等
か
ら
の
保
護
に
関
す
る
応
急
措
置
的
な
い
し
実
験
的
な
立
法
や
措
置
が
と
ら
れ
て
き
た
が
、
当
時
の
世
論
お
よ
び
刑
事
法
学
説
に
お

い
て
は
、
と
り
わ
け
マ
フ
ィ
ア
型
組
織
犯
罪
に
対
し
て
「
司
法
協
力
者
」
を
活
用
す
る
こ
と
に
対
す
る
懐
疑
も
依
然
と
し
て
強
く
、
こ

れ
ら
の
諸
制
度
を
体
系
的
に
構
築
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。

三 

一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
展
開
─
─
マ
フ
ィ
ア
型
組
織
犯
罪
対
策
と
「
改
悛
者
」
制
度

　

⑴　

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
司
法
と
マ
フ
ィ
ア
型
犯
罪
組
織
の
間
の
闘
争
の
激
化
お
よ
び
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
進
め
ら
れ

て
き
た
反
マ
フ
ィ
ア
法
制
の
整
備
を
受
け
て
、
マ
フ
ィ
ア
型
組
織
犯
罪
に
対
し
て
「
司
法
協
力
者
」
制
度
を
活
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て

の
世
論
の
懐
疑
も
、
徐
々
に
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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す
な
わ
ち
、
一
九
九
一
年
に
は
、
マ
フ
ィ
ア
に
よ
る
ロ
ザ
リ
オ
・
リ
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
ノ
（Rosario Livatino

）
判
事
の
暗
殺
を
契
機

と
し
て
、
シ
チ
リ
ア
の
司
法
官
か
ら
改
め
て
マ
フ
ィ
ア
対
策
の
た
め
の
効
果
的
な
制
度
の
導
入
が
要
請
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、「
司
法

協
力
者
」
の
「
憲
章
（statuto

）」
と
も
呼
ば
れ
、
そ
の
組
織
に
よ
る
報
復
か
ら
の
保
護
の
た
め
の
制
度
を
創
設
す
る
一
九
九
一
年
一

月
一
五
日
暫
定
措
置
令
第
八
号
（
改
正
と
と
も
に
、
同
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
に
転
換
）
が
成
立
し
た
。
ま
た
、
そ
の
約
二
ヶ

月
後
に
は
、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
フ
ァ
ル
コ
ー
ネ
（Giovanni Falcone

）
判
事
の
尽
力
に
よ
り
、
マ
フ
ィ
ア
型
組
織
か
ら
の
離
脱
者
や

司
法
協
力
者
に
刑
の
減
軽
を
定
め
る
規
定
を
含
む
一
九
九
一
年
五
月
一
三
日
暫
定
措
置
令
第
一
五
二
号
（
改
正
と
と
も
に
、
一
九
九
一

年
七
月
一
二
日
法
律
第
二
〇
三
号
に
転
換
）
が
成
立
し
た
。

　

さ
ら
に
、
翌
一
九
九
二
年
に
は
、
フ
ァ
ル
コ
ー
ネ
判
事
お
よ
び
そ
の
同
僚
の
パ
オ
ロ
・
ボ
ル
セ
リ
ー
ノ
（Paolo Borsellino

）
判

事
が
マ
フ
ィ
ア
に
よ
り
相
次
い
で
爆
殺
さ
れ
た
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
、「
刑
事
訴
訟
法
の
緊
急
改
正
お
よ
び
マ
フ
ィ
ア
的
犯
罪
に

対
す
る
措
置
」
に
関
す
る
一
九
九
二
年
六
月
八
日
暫
定
措
置
令
第
三
〇
六
号
（
改
正
と
と
も
に
、
同
年
八
月
七
日
法
律
第
三
五
六
号
に

転
換
）
が
成
立
し
、
一
九
九
一
年
暫
定
措
置
令
第
八
号
の
司
法
協
力
者
保
護
・
支
援
に
関
す
る
規
定
だ
け
で
な
く
、「
行
刑
制
度
お
よ

び
自
由
剥
奪
・
制
限
処
分
に
関
す
る
諸
規
定
」
を
定
め
る
一
九
七
五
年
七
月
二
六
日
法
律
第
三
五
四
号
（
以
下
、「
行
刑
法
」
と
い

う
）
や
刑
事
訴
訟
法
の
関
連
規
定
に
も
改
正
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
法
令
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
そ
の
後
の
「
司
法
協
力
」
制
度
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
主
と
し

て
テ
ロ
リ
ズ
ム
犯
罪
お
よ
び
マ
フ
ィ
ア
型
組
織
犯
罪
を
念
頭
に
お
い
て
、
組
織
を
離
脱
し
、
司
法
に
協
力
す
る
者
に
対
す
る
、
①
科
刑

上
の
恩
典
付
与
、
②
行
刑
上
の
恩
典
付
与
、
③
保
護
・
支
援
処
分
の
三
制
度
を
再
整
備
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

⑵　

こ
の
う
ち
、
①
科
刑
上
の
恩
典
付
与
に
つ
い
て
定
め
る
の
は
、
一
九
九
一
年
暫
定
措
置
令
第
一
五
二
号
八
条
で
あ
る
。
同
規
定

は
、
刑
法
四
一
六
条
の
二
が
定
め
る
マ
フ
ィ
ア
型
結
社
罪
、
マ
フ
ィ
ア
型
犯
罪
組
織
を
利
用
し
て
犯
さ
れ
た
罪
、
マ
フ
ィ
ア
型
犯
罪
組
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織
の
活
動
を
幇
助
す
る
罪
（
以
下
、「
マ
フ
ィ
ア
型
組
織
関
連
犯
罪
」
と
し
て
総
称
す
る
）
に
つ
い
て
、
被
告
人
が
、
組
織
か
ら
離
脱

し
、
か
つ
、
犯
罪
に
関
す
る
事
実
の
解
明
、
犯
人
の
特
定
・
身
柄
拘
束
に
と
っ
て
重
要
な
資
料
の
収
集
の
た
め
に
警
察
機
関
ま
た
は
司

法
機
関
に
具
体
的
な
協
力
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
犯
罪
活
動
か
ら
さ
ら
な
る
結
果
が
生
じ
る
の
を
回
避
す
る
よ
う
尽
力
す
る
場
合
に

は
、
無
期
懲
役
は
一
二
年
以
上
二
〇
年
以
下
の
懲
役
に
、
そ
の
他
の
刑
は
そ
の
三
分
の
一
以
上
二
分
の
一
以
下
を
減
軽
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

　

同
規
定
は
、
同
時
に
、
司
法
協
力
者
に
よ
る
虚
偽
な
い
し
隠
蔽
供
述
を
防
止
す
る
た
め
の
方
策
も
用
意
し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
条
二

項
な
い
し
六
項
の
規
定
は
、
虚
偽
・
隠
蔽
供
述
の
結
果
と
し
て
刑
の
減
軽
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
控
訴
院
付
検
察
庁
検
事
長
に
よ
り

─
─
利
益
再
審
の
み
を
認
め
る
刑
事
訴
訟
法
の
原
則
に
対
す
る
例
外
と
し
て
─
─
不
利
益
再
審
（revisione in peius

）
が
請
求
さ
れ

る
旨
、
ま
た
、
虚
偽
・
隠
蔽
供
述
が
虚
偽
告
訴
罪
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
刑
を
三
分
の
一
加
重
す
る
旨
定
め
て
い
る
。

　

⑶　

一
九
九
一
年
暫
定
措
置
令
第
一
五
二
号
は
、
行
刑
法
に
も
改
正
を
加
え
、
受
刑
者
た
る
司
法
協
力
者
に
対
す
る
②
行
刑
上
の
恩

典
付
与
に
関
す
る
規
定
を
新
設
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
行
刑
法
の
関
連
規
定
を
改
正
し
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
目
的
犯
罪
、
マ
フ
ィ
ア
型
組
織
関
連
犯
罪
、
禁
止
薬
物
取
引
目
的
結

社
罪
、
恐
喝
目
的
監
禁
罪
等
に
よ
る
受
刑
者
に
つ
い
て
は
、「
外
部
作
業
（lavoro esterno

）」、「
恩
典
的
休
暇
（perm

essi pre-

m
io

）」、「
拘
禁
代
替
処
分
（m

isure alternative alla detenzione

）」
を
認
め
る
た
め
に
経
過
が
要
求
さ
れ
る
最
低
限
の
刑
期
を
、

そ
の
他
の
通
常
犯
罪
の
受
刑
者
よ
り
も
長
く
設
定
し
（
行
刑
法
二
一
条
一
項
、
三
〇
条
の
三
第
四
項
、
五
〇
条
二
項
）、
同
人
に
つ
い

て
組
織
犯
罪
等
と
の
つ
な
が
り
の
存
続
を
排
除
す
る
よ
う
な
証
拠
が
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
刑
事
施
設
外
の
処
遇
を
認

め
う
る
も
の
と
し
た
（
行
刑
法
四
条
の
二
第
一
項
）。
そ
の
上
で
、
上
記
類
型
の
犯
罪
の
受
刑
者
で
あ
っ
て
も
、
有
罪
判
決
の
言
渡
の

前
後
を
問
わ
ず
、「
犯
罪
活
動
か
ら
更
な
る
結
果
が
生
ず
る
の
を
回
避
す
る
た
め
に
尽
力
し
た
」
場
合
ま
た
は
「
事
実
の
再
構
成
お
よ

（
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び
犯
罪
行
為
者
の
特
定
・
拘
束
の
た
め
に
決
定
的
な
証
拠
の
収
集
に
お
い
て
、
警
察
機
関
ま
た
は
司
法
機
関
に
具
体
的
に
協
力
し
た
」

場
合
に
は
、
通
常
犯
罪
の
受
刑
者
の
場
合
と
同
様
の
要
件
の
下
で
、
こ
れ
ら
の
施
設
外
処
遇
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
た
（
五
八
条
の

三
第
一
項
）。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、（
司
法
協
力
に
対
す
る
見
返
り
と
い
う
よ
り
も
、）
組
織
犯
罪
の
受
刑
者
に
対
し
て
は
、
組
織
か
ら
の
離
脱
を

確
認
す
る
た
め
に
、
通
常
犯
罪
の
場
合
と
比
べ
て
よ
り
長
い
期
間
の
刑
期
の
経
過
後
で
な
け
れ
ば
、
外
部
作
業
、
恩
典
的
休
暇
、
拘
禁

代
替
処
分
は
認
め
ら
れ
な
い
一
方
で
、
司
法
協
力
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
自
体
が
組
織
か
ら
の
離
脱
を
推
認
さ
せ
る
事
情
と
な

る
た
め
、
通
常
犯
罪
と
同
じ
条
件
の
下
で
こ
れ
ら
の
処
遇
が
認
め
ら
れ
う
る
と
の
考
え
方
に
よ
る
も
の
と
説
明
さ
れ
る
。

　

ま
た
、「
仮
釈
放
（liberazione condizionale

）」
に
つ
い
て
も
、
一
九
九
一
年
暫
定
措
置
令
第
一
五
二
号
に
よ
り
、
同
様
の
制
度

が
設
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
一
七
六
条
は
、
刑
の
執
行
中
に
そ
の
改
心
が
確
実
で
あ
る
と
思
料
さ
せ
る
よ
う
な
態
度
を
維
持
し

た
有
期
懲
役
刑
の
受
刑
者
に
は
、
残
り
の
刑
期
が
五
年
以
下
と
な
り
、
か
つ
、
三
〇
月
ま
た
は
刑
期
の
半
分
の
う
ち
の
長
い
方
が
経
過

し
な
け
れ
ば
、
仮
釈
放
は
認
め
ら
れ
な
い
旨
定
め
る
が
、
一
九
九
一
年
暫
定
措
置
令
第
一
五
二
号
二
条
は
、
行
刑
法
四
条
の
二
第
一
項

に
列
挙
さ
れ
た
組
織
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
仮
釈
放
を
認
め
る
た
め
に
経
過
を
要
す
る
期
間
を
刑
期
の
三
分
の
二
に
延
長
す
る
一
方
で

（
二
項
）、
司
法
に
協
力
す
る
者
に
対
し
て
は
、
こ
の
延
長
は
妥
当
し
な
い
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
（
三
項
）。

　

⑷　

し
か
し
な
が
ら
、
当
時
、
司
法
に
マ
フ
ィ
ア
型
犯
罪
組
織
な
い
し
そ
の
犯
罪
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
た
者
お
よ
び
そ
の
近
親

者
等
が
犯
罪
組
織
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
、
ま
た
は
重
い
傷
害
を
負
わ
さ
れ
る
例
も
数
多
く
見
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
同
類
型
の
犯
罪
に
関

し
て
司
法
に
対
す
る
協
力
を
得
る
た
め
に
は
、
科
刑
上
・
行
刑
上
の
恩
典
の
付
与
の
み
で
は
足
り
ず
、
司
法
協
力
者
の
安
全
を
保
証
す

る
た
め
の
制
度
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
一
九
九
一
年
暫
定
措
置
令
第
八
号
に
よ
り
、
③
司
法

協
力
者
を
組
織
に
よ
る
報
復
等
か
ら
保
護
す
る
た
め
の
制
度
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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す
な
わ
ち
、
同
暫
定
措
置
令
は
、「
恐
喝
目
的
監
禁
罪
お
よ
び
司
法
に
協
力
す
る
者
の
保
護
に
関
す
る
諸
規
定
」
を
定
め
る
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
第
二
章
（Capo II

）
に
、「
司
法
に
協
力
す
る
者
の
保
護
に
関
す
る
諸
規
定
」
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
概
要
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
（
以
下
、
括
弧
内
の
条
項
数
は
、
同
法
令
の
も
の
で
あ
る
）。

　

ま
ず
、
司
法
協
力
者
の
保
護
は
、「
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
（speciale program

m
a di protezione

）」
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。

同
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
標
準
的
内
容
は
、
他
の
自
治
体
ま
た
は
保
護
さ
れ
た
場
所
へ
の
住
居
の
移
転
（trasferim

ento della dim
ora

）
ま

た
は
刑
事
施
設
以
外
の
場
所
で
の
拘
禁
と
、
新
た
な
身
分
証
明
書
（docum

ento di copertura

）
の
使
用
で
あ
る
（
一
三
条
）。
も

っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
措
置
で
は
十
分
で
は
な
い
場
合
に
は
、
姓
名
、
生
年
月
日
・
場
所
、
健
康
・
税
に
関
す
る
情
報
、
そ
の
他
そ
の
人

の
同
一
性
に
関
す
る
情
報
を
変
更
す
る
「
身
分
の
変
更
（cam

biam
ento della generalità

）」
も
認
め
ら
れ
る
（
一
五
条
）。
す
な

わ
ち
、
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
対
象
者
を
犯
罪
組
織
か
ら
可
能
な
限
り
匿
う
こ
と
で
、
そ
の
安
全
を
保
証
す
る
こ
と
に
主
眼
を
お
い
て

お
り
、
住
居
の
移
転
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
新
た
な
地
で
の
定
着
の
た
め
の
「
支
援
」
を
伴
う
こ
と
も
あ
る
。

　

こ
の
保
護
・
支
援
措
置
の
適
用
対
象
と
な
り
う
る
の
は
、
刑
事
訴
訟
法
三
八
〇
条
に
よ
り
現
行
犯
逮
捕
を
必
要
的
と
さ
れ
る
罪
に
つ

い
て
、「
そ
の
協
力
ま
た
は
予
備
捜
査
も
し
く
は
裁
判
の
過
程
で
行
わ
れ
る
供
述
の
結
果
、
重
大
か
つ
現
在
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る

者
」
お
よ
び
そ
の
近
親
者
な
い
し
同
居
者
で
あ
る
（
九
条
）。

　

特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
他
の
法
令
に
基
づ
き
、
対
マ
フ
ィ
ア
型
犯
罪
闘
争
調
整
高
等
弁
務
官
、
公
安
当
局
（autorità di pub-

blica sicurezza

）、
司
法
省
矯
正
局
（M

inistero di grazia e giustizia ‒ D
ipartim

ento dellʼA
m

m
inistrazione penitenzia

ria

）
が
と
る
こ
と
の
で
き
る
措
置
だ
け
で
は
、
司
法
協
力
者
等
の
安
全
を
保
証
す
る
た
め
に
十
分
で
な
い
と
思
料
さ
れ
、
か
つ
、
司

法
協
力
者
等
が
、
予
備
捜
査
も
し
く
は
裁
判
の
展
開
の
た
め
に
決
定
的
な
資
料
を
提
供
し
た
場
合
ま
た
は
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
に
策
定
さ
れ
、
必
要
な
場
合
に
は
、
支
援
措
置
も
含
ま
れ
う
る
（
一
〇
条
一
項
）。
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特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
採
否
は
、（
司
法
大
臣
と
の
合
意
に
基
づ
き
、
関
係
大
臣
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
内
務
大
臣
に
よ
り
設
置

さ
れ
る
）「
中
央
委
員
会
（Com

m
issione centrale

）」
が
決
定
す
る
（
一
〇
条
二
項
）。
中
央
委
員
会
は
、
議
長
を
務
め
る
内
務
省

次
官
の
ほ
か
、
一
名
の
司
法
官
と
専
門
家
で
あ
る
五
名
の
職
員
・
公
務
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
適
用
の
申
立
は
、
管
轄

共
和
国
検
事
正
の
意
見
を
受
け
て
、
対
マ
フ
ィ
ア
型
犯
罪
闘
争
調
整
高
等
弁
務
官
ま
た
は
知
事
が
、
対
象
者
が
司
法
に
協
力
す
る
選
択

を
し
た
た
め
に
さ
ら
さ
れ
る
（
お
そ
れ
の
あ
る
）
危
険
の
重
大
性
お
よ
び
現
在
性
に
関
す
る
情
報
お
よ
び
資
料
を
添
え
て
、
ま
た
、
既

に
と
ら
れ
た
保
護
措
置
お
よ
び
そ
れ
で
は
十
分
で
は
な
い
と
思
料
す
る
理
由
を
示
し
て
行
う
（
一
一
条
二
項
）。
申
立
を
受
け
た
中
央

委
員
会
は
、
管
轄
共
和
国
検
事
正
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
審
議
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
採
否
お
よ
び
内
容
・
期
間
を
決
定
す
る
。
も
っ
と

も
、
緊
急
の
場
合
に
は
、
警
察
・
公
安
長
官
は
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
一
条
一
項
）。

　

特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
用
対
象
者
は
、
自
己
の
婚
姻
・
家
族
・
財
産
の
状
態
、
法
律
、
裁
判
又
は
法
律
行
為
か
ら
生
ず
る
義
務
、

係
属
中
の
刑
事
・
民
事
・
行
政
手
続
、
学
歴
お
よ
び
職
歴
、
免
許
、
認
可
、
許
可
そ
の
他
自
己
が
有
す
る
資
格
を
書
面
に
よ
り
申
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
か
、
ⓐ
安
全
規
則
を
遵
守
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
に
積
極
的
に
協
力
し
、
ⓑ
供
述
お
よ
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
採
用

さ
れ
た
活
動
お
よ
び
行
為
を
行
い
、
ⓒ
法
律
が
定
め
る
義
務
お
よ
び
契
約
に
基
づ
く
債
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
二
条
）。

保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
署
名
す
る
こ
と
に
よ
り
、
司
法
協
力
者
等
は
こ
れ
ら
の
義
務
を
負
い
、
国
家
は
（
内
務
大
臣
に
よ
り
、
公
安
担
当

庁
に
設
置
さ
れ
る
）
中
央
保
護
局
（servizio centrale di protezione

）
ま
た
は
マ
フ
ィ
ア
型
組
織
犯
罪
に
関
す
る
協
力
の
場
合
に

は
対
マ
フ
ィ
ア
闘
争
調
整
高
等
弁
務
官
直
轄
の
部
局
を
介
し
て
（
一
四
条
）、
定
め
ら
れ
た
す
べ
て
の
保
護
な
い
し
支
援
措
置
を
と
る

義
務
を
負
う
。

　

⑸　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
九
九
一
年
暫
定
措
置
令
第
八
号
お
よ
び
第
一
五
二
号
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
司
法
協
力
者
に
対
す
る
科

刑
上
・
行
刑
上
の
恩
典
付
与
お
よ
び
保
護
・
支
援
に
関
す
る
諸
制
度
は
、「
新
刑
事
訴
訟
法
の
緊
急
改
正
お
よ
び
マ
フ
ィ
ア
犯
罪
に
対

（
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す
る
措
置
」
と
題
さ
れ
た
一
九
九
二
年
暫
定
措
置
令
第
三
〇
六
号
（
改
正
と
と
も
に
一
九
九
二
年
法
律
第
三
五
六
号
に
転
換
）
に
よ
り

補
完
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

す
な
わ
ち
、
一
九
九
二
年
暫
定
措
置
令
第
三
〇
六
号
は
、
ま
ず
、
一
九
九
一
年
暫
定
措
置
令
第
一
五
二
号
七
条
を
改
正
し
、
マ
フ
ィ

ア
型
犯
罪
組
織
を
利
用
し
て
犯
さ
れ
た
罪
、
マ
フ
ィ
ア
型
犯
罪
組
織
幇
助
罪
に
つ
い
て
は
、
そ
の
三
分
の
一
以
上
二
分
の
一
以
下
を
加

重
し
た
刑
に
処
す
る
も
の
と
し
た
。

　

ま
た
、
同
法
令
は
、
司
法
協
力
者
に
対
す
る
行
刑
上
の
恩
典
付
与
の
要
件
を
変
更
し
た
。
す
な
わ
ち
、
行
刑
法
四
条
の
二
を
改
正
し
、

テ
ロ
リ
ズ
ム
目
的
犯
罪
、
マ
フ
ィ
ア
型
組
織
関
連
犯
罪
、
禁
止
薬
物
取
引
目
的
結
社
罪
、
恐
喝
目
的
監
禁
罪
等
に
よ
る
受
刑
者
に
つ
い

て
は
、
有
罪
判
決
の
言
渡
の
前
後
を
問
わ
ず
、「
犯
罪
活
動
か
ら
更
な
る
結
果
が
生
ず
る
の
を
回
避
す
る
た
め
に
尽
力
し
た
」
場
合
ま

た
は
「
事
実
の
再
構
成
お
よ
び
犯
罪
行
為
者
の
特
定
・
拘
束
の
た
め
に
決
定
的
な
証
拠
の
収
集
に
お
い
て
、
警
察
機
関
ま
た
は
司
法
機

関
に
具
体
的
に
協
力
し
た
」
場
合
を
除
い
て
、
外
部
作
業
、
恩
典
的
休
暇
、
拘
禁
代
替
処
分
を
認
め
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
同
時
に
、

司
法
協
力
者
等
保
護
法
に
一
三
条
の
三
が
追
加
さ
れ
、
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
せ
ら
れ
た
者
に
対
し
て
は
、
行
刑
上
の
恩
典
と
し

て
の
外
部
作
業
、
恩
典
的
休
暇
、
拘
禁
代
替
処
分
が
、
行
刑
法
に
定
め
る
要
件
が
充
足
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
同
人
の
住
居
地

の
刑
執
行
監
督
裁
判
所
ま
た
は
裁
判
官
に
よ
り
、
中
央
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
認
め
ら
れ
う
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
同
暫
定
措
置
令
は
、
刑
事
訴
訟
法
施
行
・
調
整
・
経
過
規
定
に
、
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
ま
た
は
保
護
措
置
に
付
さ
れ
た
司
法

協
力
者
に
対
す
る
尋
問
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
（
緊
急
の
場
合
に
は
、
裁
判
長
）
は
、
職
権
ま
た
は
中
央
委
員
会
の
請
求
に
よ
り
、
そ

の
保
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
定
め
る
一
四
七
条
の
二
を
追
加
し
た
。

　

⑹　

一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
行
わ
れ
た
以
上
の
よ
う
な
組
織
犯
罪
対
策
あ
る
い
は
司
法
協
力
者
へ
の
恩
典
付
与
な
い
し
保
護
に
関
す

る
立
法
に
つ
い
て
は
、
組
織
を
離
脱
し
、
司
法
に
協
力
し
た
者
に
対
す
る
保
護
・
支
援
や
刑
法
上
・
行
刑
上
の
恩
典
付
与
の
制
度
を
整

（
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備
す
る
一
方
で
、
司
法
に
協
力
し
な
い
被
疑
者
・
被
告
人
・
受
刑
者
に
対
し
て
は
、
制
裁
等
を
厳
格
化
し
て
い
る
点
に
そ
の
特
徴
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
組
織
犯
罪
関
与
者
に
対
し
て
、
司
法
へ
の
協
力
の
有
無
に
よ
る
扱
い
の
差
異
を
強
調
す
る
こ
の
よ
う
な
政
策
は
、

「
二
重
路
線
（doppio binario

）」
ま
た
は
「
は
さ
み
政
策
（politica crim

inale a forbici

）」
と
呼
ば
れ
る
。

　

こ
の
「
は
さ
み
政
策
」
の
下
で
、
と
り
わ
け
、
組
織
犯
罪
に
よ
る
受
刑
者
に
は
、
司
法
に
協
力
す
る
こ
と
が
施
設
外
処
遇
を
認
め
る

た
め
の
絶
対
的
な
条
件
と
さ
れ
た
結
果
、
司
法
協
力
が
強
く
促
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
司
法
機
関
も
、
司
法
協
力
を
奨
励
す

る
た
め
、
同
制
度
の
下
で
多
く
の
司
法
協
力
者
に
行
刑
上
の
恩
典
を
認
め
た
。
そ
の
結
果
、
司
法
協
力
者
の
数
の
み
な
ら
ず
、
マ
フ
ィ

ア
型
組
織
犯
罪
に
関
す
る
有
罪
判
決
の
言
渡
し
数
は
増
加
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
釈
放
さ
れ
た
受
刑
者
の
な
か
に
は
、
犯
罪
組
織

と
の
つ
な
が
り
を
断
っ
て
い
な
い
者
も
含
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

⑺　

こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
「
司
法
協
力
者
」
制
度
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
も
、
こ
れ
を
補
完
す
る
立
法
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
一
九
九
三
年
三
月
二
九
日
暫
定
措
置
令
第
一
一
九
号
に
よ
り
、
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
せ
ら
れ
た
者
の
身
分
変
更
の
手

続
が
整
備
さ
れ
、
一
九
九
四
年
一
一
月
二
四
日
省
令
第
六
八
七
号
に
よ
り
、
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
基
準
お
よ
び
そ
の
実
施
方
式
に

関
し
て
よ
り
詳
細
な
規
定
が
定
め
ら
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
一
九
九
八
年
一
月
七
日
法
律
第
一
一
号
に
よ
り
、（
一
九
九
二
年
暫
定
措
置
令
第
三
〇
六
号
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
）
刑
事

訴
訟
法
施
行
・
調
整
・
経
過
規
定
一
四
七
条
の
二
が
改
正
さ
れ
、
一
定
の
要
件
の
下
で
、
保
護
措
置
・
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
せ
ら
れ

た
司
法
協
力
者
等
の
尋
問
を
、「
テ
レ
ビ
会
議
（videoconferenza
）」
に
よ
る
「
遠
隔
尋
問
（esam

e a distanza

）」
方
式
に
よ
り
、

す
な
わ
ち
、「
尋
問
を
受
け
る
者
が
現
在
す
る
場
所
に
い
る
者
の
同
時
視
認
性
を
保
証
す
る
よ
う
な
視
聴
覚
接
続
を
通
じ
て
」、
遠
隔
的

に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
。

（
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四 

二
〇
〇
一
年
法
律
第
四
五
号
に
よ
る
「
司
法
協
力
者
等
保
護
法
」
の
改
正

　

⑴　

イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
、
概
略
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
整
備
さ
れ
た
「
司
法
協
力
」
制
度
は
、
一
九
八
〇
年
代
終
わ
り
か
ら

一
九
九
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
の
マ
フ
ィ
ア
型
組
織
犯
罪
と
司
法
の
対
立
激
化
を
受
け
た
緊
急
的
あ
る
い
は
実
験
的
な
措
置
と
し
て
導

入
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
間
も
な
く
次
の
よ
う
な
不
都
合
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

第
一
に
、
司
法
協
力
者
に
対
す
る
行
刑
上
の
恩
典
付
与
が
、
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
採
用
と
結
び
付
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
組
織

に
よ
る
報
復
等
の
危
険
が
認
め
ら
れ
な
く
て
も
、
司
法
協
力
者
が
行
刑
上
の
恩
典
を
得
る
た
め
だ
け
に
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
申
請

を
行
う
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。
反
対
に
、
安
全
確
保
の
要
請
が
低
下
し
た
た
め
に
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
取
り
消
さ
れ
た
結
果
、
司

法
協
力
者
が
本
来
で
あ
れ
ば
付
与
さ
れ
る
べ
き
行
刑
上
の
恩
典
を
享
受
で
き
な
く
な
る
と
い
っ
た
事
態
も
生
じ
て
い
た
。

　

第
二
に
、「
司
法
協
力
者
」
を
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
す
た
め
の
要
件
が
具
体
性
お
よ
び
厳
格
性
を
欠
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、

同
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
事
案
が
過
度
に
増
加
し
た
。
ま
た
、
中
央
委
員
会
に
は
、
自
律
的
な
調
査
権
限
が
十
分
に
与
え

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
同
プ
ラ
グ
ラ
ム
の
採
否
の
決
定
に
あ
た
り
、（
対
マ
フ
ィ
ア
闘
争
調
整
高
等
弁
務
官
の
廃
止
後
、
唯
一
の

保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
適
用
申
請
権
者
と
な
っ
た
）
地
方
検
察
庁
検
事
正
の
指
示
に
従
わ
ざ
る
を
え
ず
、
ま
た
、
緊
急
措
置
の
採
用
の
要
件

た
る
危
険
性
に
つ
い
て
も
、（
警
察
の
要
請
に
従
っ
て
）
そ
の
申
請
を
行
う
検
察
庁
の
意
見
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　

第
三
に
、
司
法
協
力
行
為
が
行
わ
れ
る
べ
き
方
法
、
期
間
等
に
関
す
る
規
定
を
欠
い
て
い
た
た
め
、
重
大
犯
罪
に
関
す
る
事
実
の
暴

露
が
、
協
力
の
開
始
か
ら
数
か
月
、
場
合
に
よ
っ
て
は
数
年
に
わ
た
る
沈
黙
を
経
て
小
出
し
に
行
わ
れ
る
と
い
っ
た
事
態
（「
割
賦
供

述
（dichiarazioni a rate

）」）
が
生
じ
て
い
た
。
ま
た
、
司
法
協
力
者
が
、
同
一
の
犯
罪
事
実
に
関
す
る
他
の
司
法
協
力
（
予
定
）

者
と
接
触
し
た
後
に
、
供
述
を
行
う
こ
と
（「
通
謀
供
述
（dichiarazioni concordate
）」）
の
弊
害
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

（
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第
四
に
、
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
取
消
の
要
件
が
明
確
に
法
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
判
断
が
中
央
委
員
会
の
裁
量
に
委

ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
司
法
協
力
者
が
新
た
な
犯
罪
や
義
務
違
反
を
犯
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
中
央
委
員
会
に
は
、

そ
の
協
力
を
必
要
と
す
る
司
法
機
関
か
ら
の
要
請
に
従
っ
て
、
あ
る
い
は
、
重
大
事
件
に
関
す
る
訴
訟
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
、
協
力
の
重
要
性
を
考
慮
に
入
れ
て
、
事
実
上
、
義
務
違
反
等
に
対
す
る
責
任
を
免
除
す
る
権
限
を
与
え
る
に
等
し
い
事
態
が

生
じ
た
。

　

第
五
に
、
司
法
協
力
者
が
重
大
犯
罪
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
前
の
段
階
か
ら
、

手
続
担
当
機
関
ま
た
は
刑
執
行
監
督
裁
判
官
の
み
の
判
断
に
よ
り
、
刑
事
施
設
と
は
異
な
る
場
所
で
拘
禁
さ
れ
、
ま
た
、
保
護
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
付
さ
れ
た
後
は
、
行
刑
上
の
恩
典
が
付
与
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
重
大
犯
罪
の
犯
人
が
、
部
分
的
に
あ

る
い
は
専
ら
釈
放
を
目
当
て
と
し
て
協
力
を
開
始
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
信
用
性
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
裁
判
が
終
結
し
な
い
う
ち
に

比
較
的
容
易
に
自
由
を
回
復
し
、
犯
罪
活
動
に
復
帰
す
る
と
い
っ
た
事
態
が
し
ば
し
ば
生
じ
て
い
た
。

　

第
六
に
、
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
用
対
象
と
し
て
、
自
ら
も
犯
罪
に
加
わ
っ
て
い
た
司
法
協
力
者
（
狭
義
の
司
法
協
力
者
）
と
、
被

害
者
、
目
撃
者
等
の
第
三
者
的
立
場
に
あ
る
司
法
協
力
者
を
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
。

　

⑵　

一
九
九
一
年
暫
定
措
置
令
第
八
号
お
よ
び
第
一
五
二
号
を
中
心
と
し
て
整
備
さ
れ
た
「
司
法
協
力
者
」
制
度
の
下
で
は
、
こ
れ

ら
の
制
度
的
欠
陥
を
背
景
と
し
て
、
司
法
協
力
者
が
、
国
家
か
ら
保
護
な
い
し
支
援
を
得
て
い
る
期
間
中
に
重
大
な
犯
罪
に
手
を
染
め

る
事
例
が
現
れ
、
ま
た
、
同
制
度
に
対
す
る
犯
罪
組
織
の
側
の
反
応
も
、
司
法
協
力
者
や
そ
の
家
族
に
対
す
る
復
讐
か
ら
、
捜
査
な
い

し
裁
判
の
撹
乱
を
狙
っ
た
虚
偽
の
協
力
や
供
述
の
提
供
へ
と
方
針
を
変
え
つ
つ
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
て
、
と
り
わ
け
警
察
・
司
法
関
係
者
お
よ
び
世
論
か
ら
は
改
革
の
必
要
が
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
、
一
九
九

七
年
三
月
一
一
日
に
は
、
政
府
に
よ
っ
て
司
法
協
力
者
等
保
護
法
の
改
正
法
案
が
提
出
さ
れ
た
が
、
同
法
案
は
、
そ
の
後
、
多
く
の
批

（
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判
お
よ
び
修
正
を
受
け
た
た
め
、
二
〇
〇
一
年
二
月
一
三
日
法
律
第
四
五
号
（「
司
法
に
協
力
す
る
者
の
保
護
お
よ
び
制
裁
的
取
扱
い

に
関
す
る
規
定
の
改
正
お
よ
び
証
言
を
提
供
す
る
者
に
関
す
る
規
則
」）
と
し
て
成
立
す
る
に
至
る
ま
で
は
さ
ら
に
四
年
を
要
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

⑶　

二
〇
〇
一
年
法
律
第
四
五
号
は
、
司
法
協
力
者
等
保
護
法
を
全
面
的
に
改
正
す
る
も
の
で
は
な
く
、
新
た
な
制
度
を
導
入
し
つ

つ
そ
れ
を
修
正
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
基
本
的
目
的
は
、「
司
法
協
力
者
」
制
度
の
実
験
的
・
応
急
的
性
格
を
除
去
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
同
改
正
は
、
次
の
よ
う
な
方
針
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
。

　

第
一
に
、
狭
義
の
「
司
法
協
力
者
（collaboratori di giustizia

）」
と
「
司
法
証
人
（testim

oni di giustizia

）」
を
区
別
し
、

そ
れ
ぞ
れ
に
適
用
さ
れ
う
る
保
護
・
支
援
措
置
に
差
異
を
設
け
た
。
す
な
わ
ち
、
新
制
度
の
下
で
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
情
報
な
い
し
供

述
を
提
供
す
る
犯
罪
事
実
に
関
し
て
、「
専
ら
犯
罪
被
害
者
、
参
考
人
ま
た
は
証
人
と
し
て
手
続
に
参
加
す
る
者
」
で
、
予
防
処
分
の

適
用
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
者
を
「
司
法
証
人
」
と
名
づ
け
、
そ
れ
以
外
の
（
狭
義
の
）「
司
法
協
力
者
」
よ
り
も
、
そ
の
対
象
事
件
、

人
的
適
用
範
囲
、
経
済
的
支
援
措
置
等
に
お
い
て
よ
り
広
く
手
厚
い
特
別
保
護
措
置
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
し
た
の
で
あ
る
（
一
六
条

の
二
第
二
条
、
九
条
五
項
、
一
六
条
の
三
等
）。

　

当
時
か
ら
、
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
用
対
象
と
な
る
狭
義
の
「
司
法
協
力
者
」
の
数
に
比
し
て
、「
司
法
証
人
」
の
数
は
少
な
く
な

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
た
が
、「
司
法
証
人
」
に
対
す
る
独
立
の
保
護
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
は
、
象
徴
的
な
意
義
が
あ
る
と
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
立
法
者
は
、
犯
罪
社
会
に
属
す
る
狭
義
の
「
司
法
協
力
者
」
と
善
良
な
市
民
で
あ
る
「
司
法
証
人
」
を
区
別
し
た
上

で
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
市
民
的
義
務
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
危
険
か
ら
よ
り
手
厚
く
保
護
す
る
姿
勢
を
明
確
に
示
し
、
警

察
や
司
法
に
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
対
す
る
お
そ
れ
を
取
り
除
く
こ
と
で
、
証
言
す
る
こ
と
が
「
暗
闇
の
中
の
跳
躍
」
と
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
現
在
の
「
沈
黙
（om

ertà

）」
状
態
を
打
破
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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第
二
に
、
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
用
数
を
抑
制
す
る
た
め
、
司
法
協
力
者
が
さ
ら
さ
れ
る
危
険
度
に
応
じ
た
段
階
的
な
保
護
措

置
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
対
象
事
件
を
は
じ
め
と
す
る
各
保
護
措
置
の
適
用
要
件
・
手
続
を
厳
格
化
し
た
。
当
時
、
司
法
協
力
者
お

よ
び
そ
の
親
族
等
に
対
す
る
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
用
件
数
は
五
〇
〇
〇
件
を
超
え
て
お
り
、
す
で
に
制
度
の
適
正
な
運
営
が
困
難
な

「
制
度
の
破
裂
（im

plosione del sistem
a

）」
状
態
に
達
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
立
法
者
は
、
ま
ず
、
司
法
証
人
お
よ
び
司
法
協
力

者
の
保
護
の
た
め
に
と
り
う
る
手
段
を
、
通
常
の
保
護
措
置
、
特
別
保
護
措
置
、
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
の
策
定
に
よ
る
特
別
保
護

措
置
の
実
施
）
の
三
類
型
に
整
理
し
、
対
象
者
が
さ
ら
さ
れ
る
危
険
に
応
じ
て
、
段
階
的
・
補
充
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
た
。
く

わ
え
て
、
立
法
者
は
、
狭
義
の
「
司
法
協
力
者
」
に
特
別
保
護
措
置
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
適
用
す
る
要
件
を
厳
格
化
し
（
九
条
二
項
～
四

項
）、
そ
の
判
断
権
者
で
あ
る
中
央
委
員
会
に
種
々
の
調
査
権
限
を
付
与
し
た
（
一
〇
条
二
項
の
四
、
一
一
条
四
項
・
五
項
、
一
三
条

二
項
・
三
項
）。

　

第
三
に
、
特
別
保
護
措
置
の
取
消
・
変
更
の
基
準
・
手
続
を
明
確
化
し
た
。
す
な
わ
ち
、
特
別
保
護
措
置
に
付
さ
れ
た
者
が
履
行
す

べ
き
義
務
を
よ
り
具
体
的
に
定
め
た
上
で
（
一
二
条
）、
そ
の
違
反
の
う
ち
い
ず
れ
が
当
然
に
保
護
措
置
の
取
消
理
由
と
な
る
か
、
あ

る
い
は
、
取
消
・
変
更
の
際
に
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
か
を
明
示
し
た
。
ま
た
、
特
別
保
護
措
置
に
つ
い
て
は
予
め
期
間
が

指
定
さ
れ
、
中
央
委
員
会
は
、
そ
の
期
間
毎
に
、
対
象
者
が
さ
ら
さ
れ
る
危
険
の
現
在
性
・
重
大
性
、
措
置
の
十
分
性
、
対
象
者
の
態

度
・
義
務
の
遵
守
状
況
を
考
慮
し
て
、
変
更
ま
た
は
取
消
の
審
査
を
行
う
も
の
と
さ
れ
た
（
一
三
条
の
四
）。

　

第
四
に
、「
割
賦
供
述
」
な
い
し
「
通
謀
供
述
」
を
防
止
し
、
司
法
協
力
者
の
供
述
等
の
真
実
性
お
よ
び
完
全
性
を
担
保
す
る
た
め

の
制
度
を
導
入
し
た
。
具
体
的
に
は
、
改
正
法
は
、
司
法
協
力
者
に
、
質
問
さ
れ
た
事
実
・
事
情
、
重
大
か
つ
社
会
の
危
険
に
関
す
る

事
実
の
再
構
成
や
犯
人
の
特
定
・
身
柄
確
保
の
た
め
に
有
益
な
情
報
の
す
べ
て
を
協
力
意
思
の
表
明
か
ら
一
八
〇
日
以
内
に
共
和
国
検

事
正
に
提
供
し
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
「
協
力
内
容
調
書
」
に
記
録
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
こ
れ
に
対
す
る
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
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科
刑
上
・
行
刑
上
の
恩
典
付
与
や
保
護
・
支
援
は
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
、
す
で
に
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
取
り
消
さ
れ
る
も
の
と

し
た
（
一
六
条
の
四
、
一
六
条
の
五
、
一
六
条
の
九
）。
ま
た
、
司
法
協
力
者
が
他
の
司
法
協
力
者
と
面
会
な
い
し
接
触
す
る
こ
と
も
、

原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
た
（
一
二
条
二
項
ｄ
号
、
一
三
条
一
四
項
）。

　

第
五
に
、
司
法
協
力
者
の
拘
禁
状
態
か
ら
の
釈
放
の
た
め
の
条
件
を
変
更
し
た
。
す
な
わ
ち
、
重
大
犯
罪
の
犯
人
が
、
協
力
を
部
分

的
に
開
始
す
る
こ
と
に
よ
り
、
拘
置
所
拘
禁
（
勾
留
）
や
実
刑
を
免
れ
、
自
由
を
享
受
す
る
と
い
っ
た
事
態
を
回
避
す
る
た
め
、
改
正

法
は
、
ま
ず
、
拘
置
所
拘
禁
の
取
消
ま
た
は
他
の
人
的
保
全
処
分
へ
の
変
更
を
認
め
る
た
め
に
は
、
司
法
に
協
力
し
た
だ
け
で
は
足
り

ず
、
犯
罪
組
織
と
の
つ
な
が
り
を
推
認
さ
せ
る
証
拠
が
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
特
別
保
護
措
置
に
付
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ

の
義
務
を
履
行
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
（
一
六
条
の
八
）。
さ
ら
に
、
仮
釈
放
、
恩
典
的
休
暇
、
自

宅
等
拘
禁
等
の
行
刑
上
の
恩
典
は
、
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
適
用
さ
れ
な
く
て
も
、
協
力
の
重
要
性
お
よ
び
改
心
が
認
め
ら
れ
、
組

織
犯
罪
等
と
の
関
係
の
存
続
を
認
め
る
に
足
り
る
資
料
が
存
在
し
な
い
司
法
協
力
者
に
は
、
刑
法
ま
た
は
行
刑
法
が
定
め
る
要
件
充
足

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
し
、
恩
典
的
休
暇
を
除
き
、
有
期
懲
役
の
場
合
に
は
刑
期
の
四
分
の
一
が
、
無
期
懲
役
の
場
合
に
は
一

〇
年
間
が
経
過
し
た
後
に
の
み
、
付
与
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
っ
た
（
一
六
条
の
九
）。

　

⑷　

こ
の
よ
う
に
、
二
〇
〇
一
年
法
律
第
四
五
号
は
、
一
九
九
一
年
暫
定
措
置
令
第
八
号
に
よ
っ
て
応
急
措
置
的
・
実
験
的
に
導
入

さ
れ
た
「
司
法
協
力
者
」
制
度
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
様
々
な
問
題
に
対
し
て
一
定
の
解
決
案
を
示
し
、
制
度
の
基
本
的
枠
組
を

完
成
さ
せ
た
。
同
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
司
法
協
力
者
・
司
法
証
人
の
保
護
・
支
援
制
度
の
具
体
的
な
実
施
方
式
を
定
め
る
二

〇
〇
四
年
四
月
二
三
日
内
務
省
令
第
一
六
一
号
に
し
た
が
っ
て
、
運
用
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

　

イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
同
制
度
の
運
用
の
状
況
、
あ
る
い
は
、「
司
法
協
力
者
」
ま
た
は
「
司
法
証
人
」
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
や

供
述
の
刑
事
手
続
に
お
け
る
取
り
扱
い
等
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
改
め
て
紹
介
・
検
討
す
る
こ

（
55
）
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と
に
し
た
い
。

現
行
「
司
法
協
力
者
」
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
松
田
岳
士
「
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
『
司
法
協
力
者
』
制
度
」
椎
橋
隆
幸
先
生
古
稀
記
念

論
文
集
『
新
時
代
の
刑
事
法
学
上
巻
』（
信
山
社
、
二
〇
一
六
年
）
五
九
九
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
マ
フ
ィ
ア
の
「
改
悛
者
」
と
し
て
後
述
の
フ
ァ
ル
コ
ー
ネ
司
法
官
に
協
力
し
た
こ
と
で
有
名
な
ト
マ
ー
ゾ
・
ブ
シ
ェ
ッ
タ
（T

om
-

m
aso Buscetta

）（
森
下
忠
「
世
紀
の
マ
フ
ィ
ア
大
裁
判
」
判
例
時
報
一
三
三
六
号
（
一
九
九
〇
年
）
三
八
頁
、
谷
口
清
作
「
国
際
警
察
治
安

事
情
2
─
─
イ
タ
リ
ア
・
マ
フ
ィ
ア
は
克
服
さ
れ
た
か
」
捜
査
研
究
六
〇
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
三
七
頁
、
シ
ル
ヴ
ィ
オ
・
ピ
エ
ル
サ
ン
テ
ィ

〔
朝
田
今
日
子
訳
〕『
イ
タ
リ
ア
・
マ
フ
ィ
ア
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
七
年
）
九
一
頁
以
下
等
参
照
）
は
、
一
九
八
四
年
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

に
移
送
さ
れ
、
同
国
の
マ
フ
ィ
ア
に
関
す
る
情
報
提
供
と
引
き
換
え
に
同
国
の
法
制
の
下
で
保
護
さ
れ
て
い
る
が
（
当
時
の
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て

は
、
ま
だ
「
司
法
協
力
者
」
保
護
の
制
度
は
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
）、
こ
の
こ
と
は
、
後
の
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
「
司
法
協
力
者
」
制
度
の

構
築
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
。

S. R
io

lo, La legislazione prem
iale antim

afia, in A
. D

in
o (a cura di), Pentiti, i collaboratori di giustizia, le istituzioni, 

lʼopinione pubblica, D
onzelli, 2006, 4.

S. R
io

lo, La legislazione prem
iale antim

afia, cit., 4.

一
九
三
〇
年
一
〇
月
一
九
日
王
令
（regio decreto

）
第
一
三
九
八
号
。

S. R
io

lo, La legislazione prem
iale antim

afia, cit., 4 ss..
S. R

io
lo, La legislazione prem

iale antim
afia, cit., 5.

そ
の
代
表
例
と
し
て
、
一
九
七
八
年
に
、
ア
ル
ド
・
モ
ー
ロ
（A

ldo M
oro

）
元
首
相
が
極
左
組
織
「
赤
い
旅
団
（Brigate Rosse

）」
に

よ
り
誘
拐
・
殺
害
さ
れ
た
事
件
が
挙
げ
ら
れ
る
。

イ
タ
リ
ア
刑
法
六
〇
五
条
一
項
は
、「
人
の
自
由
を
奪
っ
た
者
は
、
六
月
以
上
八
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
」
と
す
る
の
に
対
し
、
六
三
〇

条
一
項
は
、「
自
己
ま
た
は
他
人
の
た
め
に
、
身
代
金
と
し
て
不
当
な
利
益
を
得
る
た
め
に
人
を
監
禁
し
た
者
は
、
二
五
年
以
上
三
〇
年
以
下
の

懲
役
に
処
す
る
」
と
定
め
る
。

F. S
a

ssa
n

o, La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia alla luce della legge 13 febbraio 2001, n. 45, Giappi-

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）
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chelli, 2002, 38.

そ
の
後
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
的
犯
罪
組
織
か
ら
の
離
脱
者
に
対
す
る
恩
典
付
与
の
制
度
は
、
一
九
八
七
年
二
月
一
八
日
法
律
第
三
四

号
に
よ
り
補
完
さ
れ
て
い
る
。

F. S
a

ssa
n

o, La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia, cit., 36

は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
「
改
悛
者
」
の
代
表
例
と
し
て
、

「
労
働
者
武
装
革
命
戦
線
（Fronte A

rm
ato Rivoluzionario O

peraio

）」
の
カ
ル
ロ
・
フ
ィ
オ
ロ
ー
ニ
（Carlo Fioroni

）
と
「
赤
い
旅

団
」
の
パ
ト
リ
ツ
ィ
オ
・
ペ
ー
チ
（Patrizio Peci

）
を
挙
げ
る
。

著
名
な
テ
レ
ビ
番
組
司
会
者
エ
ン
ツ
ォ
・
ト
ル
ト
ラ
（Enzo T

ortora

）
が
、
犯
罪
組
織
カ
モ
ッ
ラ
の
構
成
員
に
よ
り
違
法
薬
物
取
引
の

共
犯
者
と
し
て
名
指
し
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
一
九
八
三
年
六
月
一
七
日
に
逮
捕
さ
れ
、
第
一
審
に
お
い
て
有
罪
を
言
い
渡
さ
れ
た
が
、
控
訴
審
お

よ
び
上
告
審
に
お
い
て
無
罪
と
さ
れ
た
事
件
。

S. R
io

lo, La legislazione prem
iale antim

afia, cit., 5 ss.

テ
ロ
リ
ズ
ム
犯
罪
に
お
け
る
「
改
悛
」
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ほ
か
、

F. S
a

ssa
n

o, La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia, cit., 35 ss.

を
参
照
。

F. S
a

ssa
n

o, La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia, cit., 12.

「
対
マ
フ
ィ
ア
闘
争
調
整
高
等
弁
務
官
」
は
、
一
九
八
二
年
九
月
三
日
に
パ
レ
ル
モ
に
お
い
て
カ
ル
ロ
・
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ダ
ッ
ラ
・
キ
エ
ー

ザ
（Carlo A

lberto D
alla Chiesa

）
知
事
と
そ
の
夫
人
ら
が
マ
フ
ィ
ア
に
よ
り
殺
害
さ
れ
た
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
同
年
九
月
六
日
暫
定
措

置
第
六
二
九
号
（
一
九
八
二
年
一
〇
月
一
二
日
法
律
第
七
二
六
号
に
転
換
）
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
機
関
で
あ
る
（
な
お
、
同
事
件
後
に
は
、
一
九

八
二
年
九
月
一
三
日
法
律
第
六
四
六
号
に
よ
り
、
刑
法
に
、
マ
フ
ィ
ア
型
犯
罪
結
社
罪
に
関
す
る
四
一
六
条
の
二
が
新
設
さ
れ
て
も
い
る
）。
同

機
関
は
、
一
九
八
八
年
九
月
二
五
日
に
マ
フ
ィ
ア
に
よ
り
ア
ン
ト
ニ
ー
ノ
・
サ
エ
タ
（A

ntonino Saetta

）
判
事
が
そ
の
息
子
と
と
も
に
殺
害

さ
れ
た
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
成
立
し
た
同
年
一
一
月
一
五
日
法
律
第
四
八
六
号
に
よ
り
そ
の
権
限
が
拡
張
さ
れ
た
が
、
一
九
九
一
年
一
〇
月

二
九
日
暫
定
措
置
令
第
三
四
五
号
に
よ
り
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
一
九
九
三
年
以
降
、
そ
の
職
務
は
、
対
マ
フ
ィ
ア
捜
査
局
長
（D

iret-
tore della D

irezione investigativa antim
afia

）
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
）。

F. S
a

ssa
n

o, La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia, cit., 39.
R. A

lfo
n

so, La gestione processuale dei collaboratori di giustizia, in Q
uaderni del Consiglio Superiore della M

agistratu-
ra, n. 99, II, 

〈http://w
w

w
.csm

.it/pages/quaderni. htm
l

〉, 1998, 1 ss.; F. S
a

ssa
n

o, La nuova disciplina sulla collaborazione di 
giustizia, cit., 12 ss.

（
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）

（
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）

（
13
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（
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R. A
lfo

n
so, La gestione processuale dei collaboratori di giustizia, cit., 1.

当
時
に
お
い
て
も
、
マ
フ
ィ
ア
型
組
織
犯
罪
の
司
法
協

力
者
に
対
し
て
恩
典
や
保
護
を
与
え
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
数
多
く
の
法
案
が
作
成
さ
れ
て
は
い
た
が
、
反
改
悛
者
制
度
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
浸
透

し
て
い
た
社
会
状
況
の
下
で
、
日
の
目
を
見
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
（F. S

a
ssa

n
o, La nuova disciplina sulla collaborazione di giusti

zia, cit., 39 ss.

）。

R. A
lfo

n
so, La gestione processuale dei collaboratori di giustizia, cit., 2; F. S

a
ssa

n
o, La nuova disciplina sulla colla

borazione di giustizia, cit., 39 ss.

一
九
九
〇
年
九
月
二
一
日
、
ロ
ザ
リ
オ
・
リ
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
ノ
判
事
が
、
マ
フ
ィ
ア
に
よ
り
殺
害
さ
れ
た
事
件
。

S. A
rd

it
a, La nuova legge sui collaboratori e sui testim

oni di giustizia, in Cass. pen., 2001, 1698.

ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
フ
ァ
ル
コ
ー
ネ
は
、
後
述
の
パ
オ
ロ
・
ボ
ル
セ
リ
ー
ノ
と
と
も
に
、
マ
フ
ィ
ア
と
の
闘
争
の
歴
史
に
お
い
て
最
も
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
司
法
官
と
さ
れ
る
。

フ
ァ
ル
コ
ー
ネ
判
事
は
、
一
九
九
二
年
五
月
一
三
日
、
そ
の
夫
人
と
三
人
の
護
衛
と
と
も
に
マ
フ
ィ
ア
に
よ
り
爆
殺
さ
れ
（
竹
山
博
英
「
爆

弾
テ
ロ
で
国
家
を
揺
さ
ぶ
る
マ
フ
ィ
ア
」
世
界
週
報
七
三
巻
二
七
号
（
一
九
九
二
年
）
四
〇
頁
参
照
）、
ボ
ル
セ
リ
ー
ノ
判
事
は
、
同
年
七
月
一

九
日
、
五
人
の
護
衛
と
と
も
に
マ
フ
ィ
ア
に
よ
り
爆
殺
さ
れ
た
。

同
暫
定
措
置
令
に
は
、
現
行
刑
事
訴
訟
法
の
基
本
構
造
に
関
す
る
重
要
な
規
定
の
改
正
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
松
田

岳
士
『
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
刑
事
手
続
改
革
と
参
審
制
度
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
七
七
頁
以
下
を
参
照
。

S. A
rd

it
a, La nuova legge sui collaboratori e sui testim

oni di giustizia, cit., 1698.

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
適
用
事
例
は
少
な
か
っ
た
（R. A

lfo
n

so, Le gestione processuale dei collaboratori di giustizia, 
cit., 5 ss.

）。

立
法
者
は
、
司
法
協
力
者
に
対
し
て
行
刑
上
の
恩
典
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
刑
罰
の
教
育
目
的
の
観
点
か
ら
説
明
し
や
す
い
こ
と
も
あ
り
、

科
刑
上
の
恩
典
の
付
与
よ
り
も
問
題
が
少
な
い
と
考
え
た
と
の
指
摘
も
あ
る
（S. R

io
lo, La legislazione prem

iale antim
afia, cit., 9

）。

刑
事
訴
訟
法
は
、
人
的
保
全
処
分
と
し
て
、
拘
置
所
拘
禁
の
ほ
か
、
出
国
禁
止
、
司
法
警
察
へ
の
義
務
的
出
頭
、
一
定
の
場
所
へ
の
住
居
禁

止
・
義
務
、
自
宅
監
禁
等
の
処
分
を
用
意
し
て
お
り
、
通
常
犯
罪
の
被
疑
者
・
被
告
人
に
つ
い
て
は
、
拘
置
所
拘
禁
を
最
終
手
段
と
し
て
、
保
全

要
請
の
性
質
お
よ
び
程
度
に
応
じ
た
処
分
を
選
択
す
べ
き
旨
定
め
る
が
（
松
田
岳
士
「
刑
事
手
続
に
お
け
る
訴
訟
行
為
の
再
現
可
能
性
に
つ
い
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て
」
刑
法
雑
誌
四
四
巻
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
七
五
頁
）、
一
九
九
一
年
暫
定
措
置
令
第
一
五
二
号
は
、
マ
フ
ィ
ア
型
組
織
犯
罪
等
の
被
疑

者
・
被
告
人
に
対
し
て
は
、
最
初
か
ら
拘
置
所
拘
禁
が
選
択
さ
れ
る
も
の
と
し
た
（
刑
訴
法
二
七
五
条
三
項
）。

「
外
部
作
業
」
と
は
、
行
刑
法
二
一
条
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
刑
事
施
設
外
に
お
け
る
作
業
で
あ
る
。
同
法
四
条
の
二
第
一
項
が
列
挙
す
る
組

織
犯
罪
等
に
よ
る
受
刑
者
に
つ
い
て
は
、
有
期
懲
役
の
場
合
に
は
刑
期
の
三
分
の
一
ま
た
は
五
年
の
う
ち
長
い
方
が
、
無
期
懲
役
の
場
合
に
は
一

〇
年
間
が
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。

「
恩
典
的
休
暇
」
と
は
、
行
刑
法
三
〇
条
の
三
に
よ
り
、
受
刑
者
の
情
動
的
・
文
化
的
関
心
お
よ
び
仕
事
へ
の
関
心
を
深
め
る
た
め
に
、
一

度
に
つ
き
一
五
日
以
内
（
年
間
四
五
日
以
内
）
の
範
囲
内
で
認
め
ら
れ
る
休
暇
で
あ
る
。
同
法
四
条
の
二
第
一
項
が
列
挙
す
る
組
織
犯
罪
等
に
よ

る
受
刑
者
に
つ
い
て
は
、
有
期
懲
役
の
場
合
に
は
刑
期
の
二
分
の
一
ま
た
は
一
〇
年
の
う
ち
長
い
方
が
、
無
期
懲
役
の
場
合
に
は
一
〇
年
が
経
過

し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。

「
拘
禁
代
替
処
分
」
に
は
、「
試
験
的
社
会
奉
仕
命
令
（affidam

ento in prova al servizio sociale

）」、「
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
始
・
実

施
目
的
試
験
的
社
会
奉
仕
命
令
（affidam
ento in prova al servizio sociale per iniziare o proseguire un program

m
a terapeuti-

co

）」、「
半
自
由
（sem

ilibertà

）」
等
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、「
半
自
由
」
は
、
行
刑
法
四
条
の
二
第
一
項
が
列
挙
す
る
組
織
犯
罪
等
に
よ
る
受

刑
者
に
つ
い
て
は
、
有
期
懲
役
の
場
合
に
は
刑
期
の
三
分
の
二
が
、
無
期
懲
役
の
場
合
に
は
二
〇
年
が
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
認
め
ら
れ
な

い
も
の
と
さ
れ
た
。

司
法
協
力
行
為
の
認
定
は
、
刑
執
行
監
督
裁
判
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
（
行
刑
法
五
八
条
の
三
第
二
項
）。

S. R
io

lo, La legislazione prem
iale antim

afia, cit., 9 ss.

無
期
懲
役
の
場
合
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
二
六
年
が
経
過
し
な
け
れ
ば
、
仮
釈
放
は
認
め
ら
れ
な
い
（
刑
法
一
七
六
条
三
項
）。

F. S
a

ssa
n

o, La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia, cit., 47.
F. S

a
ssa

n
o, La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia, cit., 45

は
、
そ
の
範
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
「
証
人
安
全
プ

ロ
グ
ラ
ム
（w

itness security program

）」
に
求
め
ら
れ
た
と
す
る
。

一
九
九
一
年
暫
定
措
置
令
第
八
号
は
、
そ
の
第
一
章
に
恐
喝
目
的
監
禁
罪
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う

に
、
当
初
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
犯
罪
対
策
を
主
に
念
頭
に
置
い
て
定
め
ら
れ
た
（F. S

a
ssa

n
o, La nuova disciplina sulla collaborazione di 

giustizia, cit., 35

）。
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前
掲
注
（
28
）
参
照
。

刑
事
訴
訟
法
三
八
〇
条
は
、
短
期
五
年
以
上
か
つ
長
期
二
〇
年
以
上
の
懲
役
刑
に
当
た
る
故
意
の
既
遂
ま
た
は
未
遂
の
罪
の
ほ
か
（
一
項
）、

禁
止
薬
物
等
製
造
・
取
引
等
の
罪
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
・
憲
法
体
制
を
転
覆
す
る
目
的
で
行
わ
れ
る
罪
、
マ
フ
ィ
ア
型
結
社
関
連
犯
罪
等
に
つ
い
て
、

現
行
犯
逮
捕
を
必
要
的
と
し
て
い
る
。

保
護
・
支
援
措
置
の
内
容
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
基
準
・
実
施
方
法
等
は
、
内
務
省
が
、
秩
序
・
公
安
国
家
委
員
会
お
よ
び
中
央
委
員
会
の

意
見
を
聴
き
、
司
法
省
の
合
意
を
得
た
上
で
、
省
令
に
よ
り
決
定
す
る
（
一
〇
条
三
項
）

F. S
a

ssa
n

o, La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia, cit., 52.

同
時
に
、
行
刑
法
四
条
の
二
の
見
出
し
も
、「
一
定
の
犯
罪
に
よ
る
受
刑
者
の
社
会
的
危
険
性
の
確
認
」
か
ら
「
恩
典
付
与
の
禁
止
お
よ
び

一
定
の
犯
罪
に
よ
る
受
刑
者
の
社
会
的
危
険
性
の
確
認
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

上
述
の
と
お
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
他
の
通
常
犯
罪
の
受
刑
者
と
同
じ
条
件
で
施
設
外
処
遇
が
認
め
ら
れ
う
る
こ
と
に
な
る
た
め
（
五
八
条

の
三
第
一
項
）、
こ
の
改
正
の
結
果
、
組
織
犯
罪
に
よ
る
受
刑
者
に
行
刑
上
の
恩
典
付
与
を
認
め
る
条
件
と
し
て
、
通
常
犯
罪
の
場
合
よ
り
も
長

い
刑
期
の
経
過
を
求
め
る
こ
と
（
三
⑶
参
照
）
の
意
味
は
失
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（S. R

io
lo, La legislazione prem

iale antim
afia, cit., 

10

）。「
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
さ
れ
た
者
が
住
所
を
有
す
る
場
所
」
に
つ
い
て
は
、
実
務
上
、
中
央
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
ロ
ー
マ
を
意
味

す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
（R. A

lfo
n

so, La gestione processuale dei collaboratori di giustizia, cit., 4 ss.; F. S
a

ssa
n

o, La nuova 
disciplina sulla collaborazione di giustizia, cit., 60 ss.

）。
R. A

lfo
n

so, La gestione processuale dei collaboratori di giustizia, cit., 3; F. S
a

ssa
n

o, La nuova disciplina sulla colla
borazione di giustizia, cit., 46; S. R

io
lo, La legislazione prem

iale antim
afia, cit., 7.

立
法
者
が
、
司
法
協
力
の
奨
励
策
と
し
て
行
刑
上
の
恩
典
付
与
を
選
ん
だ
背
景
に
は
、
司
法
協
力
者
に
対
し
て
科
刑
上
の
恩
典
、
と
り
わ
け

刑
の
免
除
を
認
め
る
こ
と
に
対
す
る
当
時
の
学
説
に
よ
る
批
判
を
回
避
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（S. R

io
lo, La legislazione prem

iale 
antim

afia, cit., 10

）。

R. A
lfo

n
so, La gestione processuale dei collaboratori di giustizia, cit., 2.

S. R
io

lo, La legislazione prem
iale antim

afia, cit., 10 ss.
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P. G
ra

sso, Il sistem
a di protezione dei collaboratori di giustizia. Situazione attuale e prospettive di m

odifica, in Q
uader-

ni del Consiglio Superiore della M
agistratura, n. 99, II, 

〈http://w
w

w
.csm

.it/pages/quaderni. htm
l

〉, 1998, 1 ss.; S. A
rd

it
a, 

La nuova legge sui collaboratori e sui testim
oni di giustizia, cit., 1699; S. R

io
lo, La legislazione prem

iale antim
afia, cit., 11 

ss.
前
掲
注
（
15
）
参
照
。

S. R
io

lo, La legislazione prem
iale antim

afia, cit., 12.
S. A

rd
it

a, La nuova legge sui collaboratori e sui testim
oni di giustizia, cit., 1698; P. L. V

ign
a - R. A

lfo
n

so, Lineam
enti 

della legge sui collaboratori di giustizia, in P. T
o

n
in

i (a cura di), G
iusto processo. N

uove norm
e sulla form

azione e valutazio
ne della prova, Giuffrè, 2001, 97.

S. A
rd

it
a, La nuova legge sui collaboratori e sui testim

oni di giustizia, cit., 1698.

二
〇
〇
一
年
法
律
第
四
五
号
に
よ
る
改
正
後
の
司
法
協
力
者
等
保
護
法
の
内
容
の
紹
介
に
つ
い
て
は
、
松
田
・
前
掲
注
（
1
）
に
譲
り
、
本

稿
に
お
い
て
は
、
同
法
律
に
よ
る
主
要
な
改
正
点
を
列
挙
す
る
に
と
ど
め
る
。
以
下
、
改
正
点
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
、S. A

rd
it

a, La 
nuova legge sui collaboratori e sui testim

oni di giustizia, cit., 1700 ss.; P. L. V
ign

a - R. A
lfo

n
so, Lineam

enti della legge sui 
collaboratori di giustizia, cit., 99 ss.; F. S

a
ssa

n
o, La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia, cit., 79 ss.; S. R

io
lo, La 

legislazione prem
iale antim

afia, cit., 11 ss.
を
参
照
。

二
〇
〇
一
年
法
律
第
四
五
号
に
よ
る
改
正
点
は
、
本
文
中
に
列
挙
し
た
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
松
田
・
前
掲
注

（
1
）
を
参
照
。

＊　

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「『
証
拠
収
集
等
へ
の
協
力
及
び
訴
追
に
関
す
る
合
意
制
度
』
と
証
拠
法
」（
平
成
二
八
～

三
一
年
度
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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